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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

工作機械工業会（JMTBA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本

工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS B 0105:1993 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 B 0105：2012 
 

工作機械－名称に関する用語 
Machine tools－Designation－Vocabulary 

 
序文 

この規格は，1959 年に制定され，その後 3 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 1993 年に

行われたが，その後の技術の進展に対応するために改正した。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，主として金属切削に用いる工作機械の名称に関する用語について規定する。 

 

2 用語の分類 

工作機械の名称に関する用語は，次による。 

a) 基本 

b) 旋盤 

c) ボール盤 

d) 中ぐり盤 

e) フライス盤 

f) 研削盤 

g) 多軸制御・複合工作機械 

h) 表面仕上げ機械 

i) 歯切り盤及び歯車仕上げ盤 

j) 平削り盤・立て削り盤・形削り盤 

k) ブローチ盤 

l) 切断機 

m) 特殊加工機械 

n) 専用工作機械 

o) その他の工作機械 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

なお，図 1～図 48 は，その工作機械の構造の一例を示す。 

注記 1 用語の読み方が紛らわしいものについては，用語の下に括弧書きで読みを示している。 

注記 2 参考として，機械の大きさの表し方，対応英語及び慣用語を示している。 


